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集〕女たちの昭和史』、大月書店、1986．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後の帰還に伴う彼女たちの労働市場からの排除を序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　描いた「リベットエのロージーの生活と時代」

第二次大戦中の軍需産業への女子労働者の大量　　　（The　Life　and　Times｛of　Rosie　the　Riveter）という記

動員、そして兵役に従事していた男子労働者の戦　　録映画がアメリカにあるD。日本軍の真珠湾攻撃
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erom‘‘The　Life　and　Times　of　Rosie　the　Riveter，”adocumentary　film　available　at壁

以降戦線が太平洋全域へ拡大するのに伴い、成人　　　他方、太平洋をはさんだ同時代の日本の女子労

男子は次々と徴兵され工場から姿を消す。政府の　　働者はいかなる運命をたどったのであろうか。本

プロパガンダは男子労働者を女子労働者によって　　稿の後半においては、日米両国の第2次大戦下の

代替するために、家庭の婦人へ仕事につくように　　軍需産業と女性労働者に関する分析を行なった佐

呼びかけ、工場労働へと彼女たちを駆り立てる。　　藤千登勢の研究（佐藤2003）と、戦時期日本の女

しかし、戦争が終わり軍人の帰還、男子労働者の　　子労働を分析した塩田咲子の研究（塩田1984、

工場への復帰が始まると、手のひらを返したよう　　2000）を検討し、太平洋戦争下の日本における動

に、政府のプロパガンダは婦人の家庭責任を強調　　員過程を跡付けるとともに、女子労働力戦時動員

しはじめる。「8時間の孤児たち」、「子供を取る　　体制の日米比較を試みる。
か仕事を取るか」などのスローガンが新聞や映画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1章　「リベットエのロージー」をとおして流布される。そして大量の婦人労働者

が企業からレイオフされ再雇用されることもな　　　太平洋戦争中に軍需産業に動員された女性たち

く、製造業の主要な職種から姿を消す。　　　　　の体験を描いた記録映画「リベットエのロー

この「リベットエのロージー」の物語を、社会　　ジー」を紹介しよう。戦前は専業主婦であった

科学の手法であたかも再現したかのような研究が　　り、衣服製造、陶器製造、農園作業、家庭のメイ

ある。労働におけるジェンダー研究をはじめ、近　　ドなど伝統的な女子就業部門で働いていた多数の

年アメリカ社会学の労働研究において顕著な成果　　女性が、1941年12月の太平洋戦争開始以降、戦線

を上げているルース・ミルクマンの出世作G8η一　が拡大するのに伴い主要産業に動員される。第二

4εrα’Wo沈1987がそれである。本稿ではまず、　　次大戦中の女性労働者数は1800万にのぼり、その

これらの作品の検討をとおして、アメリカ合衆国　　内約600万人は就労体験のない新規参入者であっ

における太平洋戦争下の女子労働力戦時動員体制　　た。重工業に従事する女性の数は大戦中に4．6倍

を分析する。　　　　　　　　　　　　　　　　に増え、軍需産業のみでも女性労働者数は300万
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に達した。第二次大戦期の女性労働の変化は以上　　　　その鋳物工場では以前に女性を雇ったことがな

の単に量的なものにとどまらず、労働内容と賃金　　　く、フォアマンも他の男性労働者も彼女たちに敵意

などの労働条件からジェンダーをめぐる意識にも　　　をいだき、あらゆる意地悪をした。機械がこわれた

及んだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時、男性ならば修理工がすぐにやってきて直すの

この記録映画をとおして観衆は、太平洋戦争期　　　に、女性の場合には一日がかりだった。（同上：24一

のアメリカ合衆国の労働過程におけるジェンダー　　　25）

状況の変化を知ることができるのだが、この映画　　　他方では、女性の進出に伴い変化する職場の状

には、実際に学校の授業などで利用する時のため　　況を、ニューヨークで機械工として働いたセリア

に教師が使う、より詳細な資料が載せられたテキ　　・ヤニシュが語る。

ストが付随して販売されている2）。以下、映画と　　　　彼女が働いた部局では、最初は男性労働者は女性

テキストにもとづき、女性労働者の進出に伴い変　　　が彼らの仕事を奪うのではないかと恐れて、彼女た

化する当時の職場の状況を描写する3／。　　　　　　　ちにつらく当たった。女がいるから職場で服を脱げ

ないと文句をいって、半分裸になって働いた。しか

第1節　労働過程の変化　　　　　　　　　　　　　ししばらくすると、「ほとんどの男たちは私たちを受

（1）労働力代替に伴う変化　　　　　　　　　　　　け入れ、私たちを同僚として、組合の仲間として重

主要職種に従事していた男子労働者が徴兵され　　　んずるようになった。」（同上：22－23）

るに連れ、男子労働者を女子労働者で代替するた　　　（2）女性労働者の組織化

めに、長期の徒弟制は中止され、女子労働者が数　　　大量の女性労働者の戦時動員と並行して女性労

週間の訓練を受けて溶接工やプレスエやリベット　　働者の組織化が進んだ。このことは確かに戦前と

工として働くようになった。　　　　　　　　　　は違う女性労働者の権利向上のための新たな動き

この代替に伴う労働過程の変化が次のように描　　を生み出したが、しかし依然として、男性労働者

かれている。　　　　　　　　　　　　　　　　の権利を優先する労働組合の姿勢が存続した。

「戦時労働力として動員された女性たちは小柄で訓　　　女性労働組合員数は1939年の80万人から1945年

練を受けたこともなかったので、多くの産業ではこ　　には300万人超に増大し、この過程において女性

の新しい労働力にあわせて生産過程を変更した。短　　労働者の賃金など労働条件の改善が実施され、男

期間の訓練が長期の徒弟制にとってかわり、複雑な　　性労働者との格差は縮小した。ブルックリンで溶

段階をもった作業は経験の少ない女性のために簡単　　接工として働いていたローラ・ワイクセルの職場

な要素へと分解された。機械の高さは下げられ作業　　では、「全ての者の賃金を80％引き上げた。その

に必要な腕が届く範囲も縮小された。いくつかの工　　結果それまで5セント低い時給で働いていた黒人

場では照明が明るくなり、もっとも危険な機械や化　　女性の賃金も平等になった。」職場では男女平等

学薬品から作業者を守る対策も講じられた。」（M．　化の進行に伴い、労働者間の人種差別解消の動き

Frank　et　aL　1982：63）　　　　　　　　　　　　　も進んだ。しかし女性組合員が増大したとはい

しかし伝統的なジェンダー観が存在する男性優　　え、電機産業や縫製業のような女子雇用型産業は

位の職場で、女性労働者は男性労働者から円滑に　　別にして、多くの産業では女性組合員が執行部に

受け入れられた訳ではない。オハイオの鋳物工場　　参加することはなかった。「ほとんどの場合、組

で働いたルース・ウルフは次のように証言する。　　合の執行部は専ら男が占め、男が指導する体制が

この工場では賃金は、出来高と取り扱う部品の大　　つづいた。」（同上：34）

きさで決められており、いつも男性が賃金の高い大　　　このように女性の労働条件が改善されながら

きな部品の仕事をしていた。しかしある日、彼女と　　も、男性労働者の優先的権利が保持される状況が

同じ大きさの部品を作っている高齢の男性の賃金が　　描かれる。

自分の賃金より高いのを発見して驚いた。彼女はそ　　　　「労働組合の規約もまた、女性の就労を戦時下（du一

の男性より長い期間その職場で働いていたにも係ら　　　ration）のみに限る条文、あるいは女性の先任権を制

ず、彼女の賃金は徒弟のそれにとどめられていた。　　　　限し、レイオフに際しては男性が職に留まる権利を
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優先する条文をもっていた。女性に平等（もしくは　　の拡大は、フランクリン・ローズベルト大統領を

ほぼ平等）な賃金を支払う政策も、主要には戻って　　動かし、大統領が発令した上級指令（Executive

くる退役軍人のために高賃金を維持する目的で支持　　Order）8802にもとづき1941年に、公正雇用委員

された。1943年のCIOの大会で女性に向って演説し　　会（FEPC）が設立された。この委員会は防衛産

たUAWの幹部はこの考え方を表明している。彼は　　業における人種、肌の色、民族的起源、宗教によ

こう強調した。r男たちが帰って来た時に良い条件で　　る差別を禁止した。しかしこの措置は防衛産業の

働くために組合を維持していくのがあなたたちの役　　みに限定されており、人種差別を禁止する連邦法

目だ。』」（同上：36）　　　　　　　　　　　　　の成立は1964年の公民権法を待たねばならなかっ

女性労働者の拡大に伴う権利の向上は制限され　　た。（同上：51）

たものであったとはいえ、電機産業の労働組合　　　女性の場合と同様に、戦時体制下で起きたこの

UE（United　Electrical　Workers）や、自動車産業の　　ような人種差別是正の動きも戦争が終結に向うに

UAW（United　Auto　Wokers）における成果は、戦　　連れ後退する。例えば、軍需産業の需要の減少が

後の改革への萌芽となった。UEでは工場労働と　　「黒人労働者に与えた影響は白人労働者の2．5倍

家事という女性たちの二重の負担を軽減するため　　であった。」また「防衛産業における差別を禁止

に、近辺の商店に開店時間の延長を求めたり、育　　したFEPCが1946年に廃止され、黒人労働者の雇

児のサービスに係ったりした。あるいはUAWの　　用を白人と平等にすることに連邦政府は積極的な

女性たちは、女性労働者を教育するために女性局　　関心を注がなくなった。」この後退にもかかわら

Women’s　Bureauを設置するのに成功した。この　　ず、黒人たちが戦中に体験した平等への機運は、

女性局は「性や婚姻による差別を禁止」する労働　　戦前に回帰することなく大きなうねりとなり、

協約のモデルを作り、1945年には他の組合とも協　　1950年代と60年代の公民権運動へとつながったの

力して同一一労働同一賃金を要求する法案Pepper一　である。（同上：54）

Morse　billを議会に提出するためのロビー活動を

展開した。この法案自体は日の目をみなかった　　第2節　女性の権利意識の覚醒

が、しかしその精神は後の1963年の平等賃金連邦　　　大量の女性労働者の産業への動員とそれに伴う

法として結実した。（同上：36－37）　　　　　　　労働過程の変化は、女性たちの意識に顕著な変化

しかし女性労働者の権利向上にたいする労働組　　を与えた。

合の制限された姿勢は、大量の軍人が戦場より帰　　　溶接工として働いていたローラ・ワイクセル

還した戦後の時期にあらわになった。すなわち、　　は、同僚たちが共有していた熱い思いを回想す

戦時動員された女性労働者を解雇しようとした経　　る。

営側の決定にたいして労働組合はあまり熱心に戦　　　「私たちは職場に入っていき、溶接工になった。そ

わず、その結果、女性労働者は男性より75％高い　　　の仕事は熟練というばかりでなく、芸術のようだっ

比率でレイオフされた。（同上：37）　　　　　　　　た。それはとってもすばらしい仕事だった。一日の

（3）黒人労働者にたいする差別の是正　　　　　　終わりには、私はいつでも何かを成し遂げたと感じ

戦中の労働過程における平等化の進行は男女の　　　たわ。できあがった製品。目に見えるものがそこに

間だけでなく人種間でも進んだ。黒人組合員数は　　　あったわ。」（同上：17）

1945年には125万人を超え、1940年の6倍に達し　　　あるいはサンフランシスコの造船所で働いてい

た。「1940年と45年の間に黒人女性労働者の比率　　たリン・チャイルズは語る。

は6．5％から18％へ増大し、彼らの賃金は戦前の　　　「第一に私は仕事が必要だったから仕事についた

10倍に上がった。黒人の熟練労働者の数はその間　　　わ。第二に、以前にやっていた仕事では感じられな

に倍増し、連邦政府で働く黒人の数も同様だっ　　　かった誇りを経験することができたから。第三に、

た。黒人家族の賃金収入も白人家族のそれの40％　　　戦争が続いていて、誰もが手助けになることは何で

から60％へ増大した。」（同上：53－54）また黒人　　　もしようと強く思っていたから。」（同上）

労働者の権利意識の高揚と労働組合内部での連帯　　　先に引用したニューヨークで機械工として働い
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たセリァ・ヤニシュはその後鋳型を作る工場へ　　　「次から次へと男たちは軍隊に招集されている。彼

移ったのだが、そこでの仕事が以前と異なる熟練　　　らの仕事は誰かがやらなければならない。今やらな

を必要とし彼女に自尊心を与えたと語っている。　　　ければならない。では誰がやるのだ。あなたたち

「私はその仕事が好きだった。だって物を作るのだ　　　だ1その仕事を遂行し、男たちに必要とするものを

から。私はただ鍵にネジを差し込んでいたのじゃな　　　与えられるのは、あなたたち女性なのだ。」（同上：

い。それが精密な仕事だということはわかっていた　　　97）

し、熟練が必要だった。その仕事は、それ以前に私　　　女性労働者を募集する宣伝において特徴的なの

がもったことのなかった自尊心を与えてくれた。」　　は、工場労働を家事労働に讐えてその容易さをイ

（同上：24）　　　　　　　　　　　　　　　　メージさせ、その気にさせる手法が多用されるこ

これらの証言は、戦時の労働体験が女性たちの　　とである。「ナレーターは事実を歪めて、彼女た

間に、労働にたいする意識と自覚を高揚させ、同　　ちを説き伏せ、工場の熟練労働は丁度家事労働の

時に誇りと自尊心を生んだことを示す。しかしこ　　ようなものであるという印象を与えようとする。

のような労働過程におけるジェンダー関係の変化　　ドリルのプレスを操作するのは『ジュースを絞る

は、生活過程における関係の変化を必ずしも伴わ　　くらいに簡単だ』と説明される。」（同上：91）あ

なかった。依然として伝統的な家事労働における　　るいは、上記のOWIの映画は次のように宣伝す

性別役割分業が存続したために、戦時の女性労働　　る。

者たちは、産業における労働と家庭生活における　　　「兵器を作る仕事はおもしろいし、むずかしくな

労働との「二重の負担」を背負い「二重の日課」　　　い。それ以上に、戦争の勝利に協力し、兵隊の命を

を遂行せねばならなかった。他方では、女性の間　　　救っているのだとわかる。ほとんどの仕事は家庭で

でのジェンダー観の覚醒は、男性の伝統的なジェ　　使う道具と同じくらい観単にできる。掃除機を使え

ンダー観との間に軋礫を生み、このことが離婚の　　　る女性ならだれでもこの仕事に参加できます。」（同

原因にもなった（同上：63－75）。　　　　　　　　　上：98）

「私が夫にr仕事を手に入れたわ』と言ったら。夫　　　しかし政府も企業も、産業への女性動員は戦争

は怒り狂った。」（同上：70）　　　　　　　　　　　が続く限りにおいて必要なこと、したがって戦争

が終わればその必要性は消失し、復員する男性労

第3節　動員と排除をめぐるプロパガンダ　　　　働者が職場に復帰すべきことを当初より認識して

この映画の秀逸な点は、戦争初期には戦時生産　　いた。「戦争の末期には、男性労働者に彼女たち

増強のために大量の女性を動員する目的で、そし　　の仕事を明け渡すように女性労働者を説得する大

て戦争末期には復員する男性のためにその女性た　　量のプロパガンダが展開された。兵役の間に先任

ちを産業から排除する目的で政府が行ったプロパ　　権を蓄積した退役軍人たちが再雇用されたばかり

ガンダを記録していることである。第二次大戦期　　でなく、兵役に従事したことも、あるいは軍需産

にこれらの情報宣伝を担当したのは政府の戦時情　　業で働いたこともない多くの男性が雇用され

報局（OWI）であった。「OWIに与えられた責務　　た。」（同上：94）このような考え方は労働組合内

の一つは、女性は戦時労働に従事できる、実際に　　部にも流布していた。映画では、機械工組合

従事しなければならない、という考え方を『売り　　（Mechanists　Union）のビル・ジャックという人

つける』ことだった。OWIの宣伝は、戦時生産　　物が、ある工場の集会で次のように熱狂的に演説

労働に女性を募集し、個人的な事柄は犠牲にして　　する場面が映される。

生産増強を遂行するように説得し、そして戦争が　　　「平和が来たとしてもあなたたちが失業して困ると

終わる時には離職するように彼女たちを促し　　　いうことはない。あなたたち女性は軍隊が夫を、兄

た。」（同上189－90）　　　　　　　　　　　　　　　弟を、息子を招聰したから雇われたのだ。この戦争

OWIが女性労働者を動員するために作成した　　　に勝利を収めたとき、どの兵士も自分の仕事を取り

映画”Wanted：Women　War　Workers”は次のよう　　戻す。そしてあなた方、婦人たち、娘たちは家に戻

に訴える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、再び主婦となり母となる一あなたたちが雇わ

一29一



132　　　　　　　　　　　　　　　長野大学紀要　第29巻第2号　2007

れたとき約束したように。もしすべての産業がこの　　止する力をもたなかった。女子と男子の先任権を

単純な政策を採用するなら、戦後の深刻な失業問題　　区別した戦時中の措置は、女子の雇用の確保に不

など起こりはしない。」（同上）　　　　　　　　　　利に作用した。「戦時中の労働組合は、女性労働

戦後の労働過程からの女性労働者の排除と平行　　者を熱意をもって迎え入れ、支援したとはいえ、

して、マスメディアは伝統的なジェンダー観にも　　労使平和協定締結後は、戦時動員された女性労働

とつく女性像を流布するようになる。雑誌、新　　者を解雇する経営側の決定にたいして熱心には戦

聞、ニュース映画などのメディアは、豊かな消費　　わなかった。…（中略）…女性の戦時労働者は男

生活を誇示するとともに、その消費生活を守る女　　性より75％高い比率でレイオフされ、戦後の経済

性の家庭役割を強調した。　　　　　　　　　　　不安の矢面に立たされることになった。」（同上：

「戦後の大衆文化は、外で働き続けようとする　　37）「それゆえに、1945年に平和生産が再開した

女性を、離婚、非行、犯罪等々、人々を悩ます問　　とき、1年以内に1千8百万の女性労働者のう

題の原因となるわがままな女性であると描き非難　　ち、325万人が自発的あるいは非自発的に職を

した。あるニュース映画はこう訴える。　　　　　去った　　50万人ほどは二度と仕事に戻れなかっ

家族はもっぱら、家長であり稼ぎを上げる父親　　た。」（同上：19）

と、料理をし家を守り、子供を育てる母親のもとに　　　かくして主要産業の労働過程から女性労働者は

築かれる。結婚制度にもっとも破壊的に作用する現　　排除され、家庭に押し戻されるか、伝統的な低賃

代生活の一つの傾向は、女性の経済的自立の増大で　　金部門の職種に再び編入された。「製造業の高賃

ある。両親共働きのところではどこでも子供たちは　　金の職種は、退役軍人でもないし、先任権ももた

適切な監督としつけを受けずに置き去りにされてい　　ない場合でさえ、男子労働者に優先的に確保され

る。」（同上：95）　　　　　　　　　　　　　　た。その結果、女性は軽工業の低賃金職種か、レ

この時代に影響力をふるった心理学者であり、　　ストランやホテルのサービス職種に戻ることを余

当時のベストセラー『現代の女性：失われた性』　　儀なくされた。」（同上：21）

の共著者マリニア・ファルンハム博士は、女性が　　　カリフォルニア州リッチモンドの造船所で溶接

労働力として参加することは家族生活の不幸の原　　工として働いていたグラディス・ベルヒャーは、

因であると力説するデマゴーグとして活躍した　　戦後さまざまな職業訓練を受けたにもかかわら

（同上：91）。映画の中で彼女は臆面もなく次の　　ず、結局は調理場の仕事しか見つからなかった。

ように述べる。　　　　　　　　　　　　　　　　　「暑くてつらい仕事。重たいものを持ち上げて。造

「アメリカの女性を女らしさから遠のけ職業へ向か　　　船所の仕事よりずっとつらい仕事で、ずっと低い賃

わせる社会にとって破壊的な過程が、女性にも社会　　　金。」（同上）

にも多大な代償を負わせながら進行している。女性　　　映画の最後に、ニューヨークのブルックリンで

の役割を捨てることは、彼女たちから充実感を奪い　　溶接工として働いていたローラ・ワイクセルが登

不幸にする。それは母親の愛を受けられずに子ども　　場し、皮肉をこめて述懐する。「多くのアメリカ

たちを不幸にする。それは本当の女性を伴侶とでき　　人は、私たち女がこの国の生産にどれだけ貢献し

ずに夫たちを不幸にする。それどころか今や妻たち　　たかをわかっていたのかも知れないけれど、だい

は彼らのライバルになる。」　　　　　　　　　　　　たい女が工場で働くなんて冗談だったのよ。」

当時のポスターが、このような伝統的ジェン

ダー観の復活を象徴する。　　　　　　　　　　　　この章では記録映画「リベットエのロージー」
‘‘xour　Baby　or　Your　Job”（子供を取るか、仕　　の分析をとおして、太平洋戦争中の女子労働力動

事を取るか）　　　　　　　　　　　　　　　　　員が、労働過程のあり方を女子に適したものに変

復員する男子労働者の雇用を確保するために女　　化させたり、女子労働者の組織化を進めたり、女

性労働者を排除しようとした政府と企業の政策、　　性の労働者としての自覚と権利意識を高揚させる

そしてその排除をイデオロギーの面で支援したマ　　など、労働過程におけるジェンダー関係に及ぼし

スメディア、さらに労働組合もまたこの排除を阻　　た影響を描写した。この労働過程の変化について

一30一



京谷栄ニ　　リベットエのロージーと女子挺身隊　　　　　　　　　　　　　133

そして女たちはキッチンへ戻った

譲　轟難　　・　　　　　灘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　両　累　　　　　’げr　　顕「
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，・　　　鮎　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一「
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吃
@　　ぞ　　ヤ@　　　　蛍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒ｦ　盤縫瀞韻　　　　　　愚。誌　　　・　　　　　　　　　　”　　陣　　　　　　　　　　　　　　　　湘　…甑　　　　；僻

・　　　　　　　　　　　　　　㍑欝融蹴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐡彰

@　　　　　　　　凋瀦　　　　　　　箋乳　　　　　　　　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躍，職葬　　　　　　　　　　動

　　　　盤難　　　耀購　鑑宵　　　　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，、ご覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝・雛．・　　　　　　　　　　　　、．　艦灘e　緯

駿欝　　　　　　　　　　　　　、　　，1・．　　　　　観雛　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　π　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　讐

鞍灘鵡’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、。、　　　　　露
@　　　　　　　　　　　　　　　　醸　麟瀞　　　　　　　竃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳳髪、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ　馬　　　　　｛　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡

浴E　　　　　　　　　難緊
穐←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん嚢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝桿「ﾋ

Si駅巳τ5瞬罰dor嗜お8邑pron一昂Y昭熾電ord8プ5　r醒己r冒orkor　b6‘om鱈●to己邑y’5厩o凹5零冒i馨戯

Wha癒，s　Become　of　Rosie竜he　Ri鴨tα？

E〃8ηκαψ群Co’」6‘‘加，0α肋η4

From“The　Life　and　Times　of　Rosie　the　Riveter，”adocumentary　film　available　at　www，clarit　films．or

以下の二点を確認しておく。第一に、経営、労働　　　「特定の産業に視点を定めて性別職務分離を歴

組合、そして社会全体の男性優位の体制とイデオ　　史的に研究する」彼女の方法は以下の利点をもつ

ロギーがその変化を制限していたこと。第二に、　　とされる。第一に、性別職務分離が形成される過

制限されたものであったとはいえ、戦時中の変化　　程とその分離が維持されていく構造を分析するこ

が戦後のアメリカ社会における男女平等を進める　　とができる。第二に、産業間の体系的な比較分析

運動と政策につながったことである。　　　　　　が可能になる。ここで対象とされるのは、女子雇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用の異なる型をもつ自動車産業と電機産業であ第2章　ルース・ミルクマン：第2次大戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。第三に、性別職務分離にかんするマルクス主　期アメリカにおける性別職務分離の研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義フェミニズムやラディカル経済学の決定論的な

第1節　ミルクマンのジェンダー研究の方法論　　　理解の限界を示すことができる。それらと異な

前章で紹介した「リベットエのロージー」の物　　り、ここでは、「性による雇用の型を形成する、

語を、社会科学の手法であたかも再現したかのよ　　その時々の歴史に固有な経済的、政治的、そして

うな研究がRuth　Mil㎞an，　G6η4θr　o’四〇rた，1987で　社会的な要因」が重視される。

ある。この著書は、アメリカの産業における性別　　　最後の各種の決定論に対する批判を敷街しよ

職務分離（job　segregation　by　sex）の第二次大戦前　　う。第一に、ジュリエット・ミッチェルらの初期

における形成、戦中における転換、そして戦後に　　のマルクス主義フェミニストは「女性を低賃金で

おける再構築を自動車産業と電機産業のケースス　　消耗品の労働［力］として構成するのは、家族内

タディをとおして歴史的に分析した傑作であ　　部の性別分業である」（［］内京谷）という見

る4＞。まずミルクマンの方法論の特長を整理しよ　　解、すなわち、家庭内の労働における性別分業か

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら家庭外の社会的労働における分業を規定すると
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いう決定論におちいっていた（」．Mitchell　1971）。　　産業においては1900年前後に労働の単純化と熟練

第二に、リチャード・エドワーズらのラディカル　　の解体が進み、大量の職種が男子労働者から女子

経済学者たちの労働市場分割論は、第一次セク　　労働者へ切り替えられた。一方自動車産業では、

ターと第二次セクターへの労働市場の分割が［生別　　低賃金の女子労働力に依存する必要度が相対的に

職務分離を生むという決定論におちいり、性別分　　低かった。この産業では移動組み立てラインによ

離は独自な問題としては論じられていない（R，　るフォード的生産方式の普及と、機械に強制され

Edwards　l979，　D．　Gordon　et　al．1982）。また彼らの　　る労働と引き換えに支払われる高賃金（フォード

議論においては、性別職務分離にかんする資本家　　の“伽edollar　day”に象徴される）とが対を成すフ

階級の共通の利害と、他方における労働者階級の　　オーディズムが支配した。この高賃金政策は、男

共通の利害が所与のものとして前提されている。　　は家庭にいる女子供を養うべきだというジェン

第三に、マルクス主義フェミニズム研究において　　ダーイデオロギー、またそれと関連する「家族賃

画期を成したハイディ・ハルトマンの研究は、男　　金」イデオロギーと結びついていた。このイデオ

子労働者と彼らが支配する労働組合が性別職務分　　ロギーは経営者ばかりでなく「戦前の労働者階級

離を支持し、資本の利害を補強する役割を果たす　　のコミュニティのなかで大きな影響力をもった理

ことを指摘した。この点で重要な研究であるが、　　念であった。」（同上：23）

しかし彼女の議論は、家父長制の権力が労働市場　　　これらの理由により二つの産業には異なる女子

における女性の位置を規定するという決定論にお　　雇用の型が形成されたが、しかし性別職務分離に

ちいっている（H，Hartman　1976）。また彼女は、　　ついては、女は軽い低賃金の仕事、男は重い高賃

「男子労働者の階級的利害とジェンダー利害とが　　金の仕事に従事するという同様の区分が形成され

軋礫を起こすことを無視」している。男子労働者　　た。この職務分離の形成には「性区分のイディオ

の階級的利害はジェンダー利害に勝ることもある　　ム」（the　ideom　of　sex－typing）が重要な役割を果た

し、また逆の場合もある（Milkmanユ987：3一　した。女子の工場労働を区分する「そのイディオ

7）5’。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムは、手先の器用さ、細部への注意力、単調さに

最後に、ミルクマンの方法論の独自性は、性別　　耐える能力、そして結局は、男性と比べた女性の

分業を再生産し強化するイデオロギー的要因を分　　体力のなさに集中する。」（同上：16）このような

析している点にある。性別分業が一度成立する　　性別のパターンは一度成立すると簡単には変化せ

と、男子労働者ばかりでなく女子労働者もそれを　　ず、1930年代大不況下の激変にもかかわらず強固

「自然なもの」として受容する傾向がある。「性　　に存続した。

別区分のイデオロギー（dle　ideology　of　sex－typing）　　　1935年に結成された産業別組織会議CIOは、

はこのような力をもつ。」（同上：8）「イデオロ　　クラフト・ユニオニズムのアメリカ労働総同盟

ギー、とくに女の仕事と男の仕事を区分するイデ　　AFLにたいして、インダストリアル・ユニオニ

イオムが、特定の労働市場において形成された性　　ズムの路線をとり、熟練、人種、性に関係なく組

別分業の再生産にとって、中心的な役割を果た　　織化を進めたが、しかし女性の組織化と性差別の

す。」（同上：157）「秘書と看護婦は女だし、女で　　解消は主要な課題とはならなかった。また大不況

あるべきだ。トラック運転手と建設労働者は男だ　　の時代にアメリカ社会ではかえって、「『女の居場

し、男であるべきだ。これらは経営者ばかりでな　　所は家庭である』というイデオロギー的言説」

くほとんどの労働者にとって検討するまでもない　　（同上：28）が強化され、労働運動内部にも浸透

当たり前のことでありつづけている。」（同上）　　　した。圧倒的に多くの女子労働者をかかえる電機

産業では、必然的に全米電機労組UEは女子労働

第2節　戦前における性別職務分離の形成　　　　　者に高い関心をもち、多くの地方支部で女性委員

1910年から40年まで一貫して自動車産業におけ　　会が設置され，た。それにもかかわらずUEにおい

る女子労働者の比率は5％前後であったのに対し　　ても女性の活動家にたいする偏見と差別が存在

て、電機産業のそれは約3分の1であった。電機　　し、女性の活動は制限されていた。また少数では
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あったが、全米自動車労組UAWにおいても女性　　どを強調するイディオムが相変わらず利用され

活動家が活躍した。1937年には29名の女子組合員　　た。しかし戦線が拡大し男子労働者の徴兵が進む

がミシガン州の平等賃金法（Michigan’s　equal　pay　に連れて、男性が従事していた仕事に女性を従事

law）にGMが違反しているとして州政府に訴え　　させざるをえなくなる。すると、この新たな動向

た。限られたものであったとはいえ、このような　　と女性が繊細な仕事に向いているというイデオロ

女性たちの活動が来るべき戦中の時代に女性活動　　ギーとの間の矛盾を解消するために、工場での仕

家が担う主導的地位の礎を築いた。　　　　　　　事と家庭での女性の仕事との新たなアナロジーが

しかしこの時代の両産業における男女平等な賃　　加えられる。「ポテトの皮がむければ、ドリルで

金を求める労働組合の運動は、低賃金の女子によ　　穴をあけて栓をするのは簡単なことだ」などとい

る代替を避けようとする男子組合員の意向によっ　　う言説が流布し、「こういう仕方で実際どの仕事

て進められたものであった。したがってその目的　　にも『女性の仕事』というレッテルを貼ることが

は性別職務分離の廃棄ではなく、その温存であっ　　できた。」（同上：61）

た。このような運動の結果、「労働組合が存在し　　　「家庭の仕事とのアナロジーのような言説が、

ない時代に作られた男女別に区分された賃金と先　　以前は「男の仕事』であった作業に従事する女性

任権の仕組みは、多くの地方支部の契約において　　の姿と伝統的な女性らしさのイメージとを有効に

制度化されることになった。」（同上：48）すなわ　　調和させるのである。」しかしこの男女の置き換

ち、性別分業をめぐる労働組合の運動は、「意図　　えは一時的なものであるべきだった。このイデオ

せざる結果として、産業における男女不平等の一　　ロギー的言説は彼女たちを第一に女性として、次

般的な構造を強化することになった。」（同上：　　に労働者として規定しており、「彼女たちは、戦

47＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　争が終わり本当のその仕事の所有者が戻ってきた

ときには、優雅に『男の仕事』から退却するであ

第3節　戦時における女子労働者の動員と労働組　　ろうという見通し」を明らかに含んでいた（同

合の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　上：61－63）。このような性別区分のイディオムを

太平洋戦争が始まり戦線が拡大するともに、男　　経営が積極的に利用したとはいえ、労働組合も一

子労働力の不足を補うために大量の女子労働者が　　般労働者もそれに抵抗しなかったのである。

工場労働へ動員されるようになる。1940年と44年　　　UAWは男性失業者の雇用を優先する立場か

の女子労働力比率を産業ごとに比較すると、その　　ら、戦時の自動車産業への女子労働者の雇用に反

比率は鉄鋼業では6．7％から22．3％へ、電機産業　　対した。その立場から先任権にもとつく再雇用の

では32．2％から49．1％へ。自動車産業では5．7％　　場合も組合は男性に優先権を与えたし、会社が男

から24．4％へ、そして製造業全体では24．1％から　　性を好んで雇用することに対しても女性労働者の

33．2％へ増大した（同上：50）。しかしこの増大　　先任権を守ろうとはしなかった。そればかりでは

にもかかわらず性別職務分離は解消されず、男の　　なく低賃金の女性労働者による置き換えを恐れ

仕事と女の仕事の境界線が移動し再編成されたた　　て、1941年にミシガン州プリムスで起こったスト

だけであった。　　　　　　　　　　　　　　　ライキでは、UAWは経営に「UAWが男性の仕

自動車企業は戦争開始当初は白人男性の雇用に　　事であると主張する、機械に携わる仕事からいっ

固執し女子を雇用したがらず、雇用したとしても　　さいの女性を排除」することさえ要求した。しか

戦前どおりの一部の職種への充用にとどまった。　　し戦時労働力不足のために大量の女子が雇用さ

例えばフォードのリヴァー・ルージ工場では1943　れ、従来の男女の職務区分の維持が困難になる

年12月に女子労働者の62％は416の職種のうちの　　と、UAWは「同一労働同一賃金」（Eaual　pay　for

わずか20職種に従事していたにすぎない（同上：　Equal　Work）を要求するように変わる。この路線

58）。そしてこのような区分を正当化するために　　の転換も、第一に、女子労働者への代替の経営的

男性と異なる女性の特徴や能力、すなわち器用　　効果を削減し、第二に、低賃金の女子が男子職に

さ、忍耐力、筋力の弱さ、反復作業を好む傾向な　　従事することにより戦後男子労働者へ賃金引下げ
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の影響が及ぶのを避ける意図から行われた（同　　の利害を前面に出すことはできず、自らの利害を

上：67－77）。　　　　　　　　　　　　　　　　男性労働者も含めた階級的脈絡につなげなければ

UAWと異なり多数の女子組合員をかかえてい　　ならなかった。　UEの1942年の大会においてある

たUEは、「最初から、同…労働同一賃金と賃金　　女性活動家は次のように発言している。「われわ

の男女間格差を縮小する要求」を掲げた。例えば　　れは女性のためだけに戦っているのではない。わ

ウェスティングハウス社とUEの間で1942年に、　　れわれはこの組合が築き上げてきたすべての基準

男女の時間賃率の差を2セント縮小することが合　　を守るために戦っているのだ。」（同上：84－98）

意されており、またその年の終わりには、「『男性

職』に配置される女子には、議論の余地なく男子　　第4節　戦後における男子労働者の帰還と女子労

の賃率で支払うこと」が合意されている。さらに　　　働者の排除

1945年にUEがゼネラル・エレクトリック社　　　アメリカの戦後の産業界では大量の女子が職場

（GE）とウェスティングハウス社を戦時労働委　　から、あるいは男性の仕事から排除され、戦前の

員会WLBに提訴した際に下された決定には、今　　体制への復帰が起こった。これについて、通説は

日言う所の「コンパラブル・ワースによる平等な　　次の二点を強調してきた。戦後女子の家庭役割が

賃金」（equal　pay∬or　comparable　worth）の要求も　　再び喧伝されたこと、および戦線より帰還した男

盛り込まれていた6）。しかし戦時に示されたUE　子労働者を雇用し、女子労働者を排除するように

の男女賃金格差に対する関心の真意は、UAWと　　労働組合が先任権の仕組みを操作したことであ

同じく「戦後の賃金構造と男子の賃率の保護」で　　る。これにたいしてミルクマンは第一に、多数の

あった。上記の提訴においてUEが提出した文書　　女子が戦中に従事していた仕事にとどまることを

にはこう述べられている。「兵役に赴いた6万人　　望んだにもかかわらず、女子を「男子の仕事」か

のGEの労働者と2万6千人のウェスティングハ　　ら排除し再雇用することを拒否した「経営の雇用

ウスの労働者が、彼らが戻る多くの職務が低賃金　　政策」の役割を強調する。そして第二に、公式に

の女子の職務に変えられているのを見るだろ　　は先任権にもとづき女子の仕事の権利を守ろうと

う。」（同上：77－83）　　　　　　　　　　　　　　した労働組合が、実際には、「男子の仕事」に女

このように性別格差をめぐる戦時中の労働組合　　子労働者を雇い入れることに反対したというその

運動の意味は制限されたものであったが、しかし　　二律背反的な態度が、戦前の性別分業体制を再構

戦時をとおして労働組合内部における女性の影響　　築する経営の政策を補強した点を強調する（同

力は決定的に拡大した。　　　　　　　　　　　　　L：100－101）。

労働組合全体に占める女子組合員の数は1940年　　　産業別にみると、戦後の自動車産業においては

の80万人、9，4％から1944年の300万人、21．8％へ　　大量の女子がレイオフされた結果、1945年4月に

飛躍的に増大し、執行部（とくに地方支部レベル　　158，100人、全体の22．4％を占めた女子労働者は

の）における女子役員の増大が顕著であった。　　1946年4月には61，400人、9．5％にまで減少した

UEの全国大会に選ばれた代議員に占める女性の　　　（同上：113）。他方で経営は、先任権iとは無関係

数は1941年の25人、6．3％から1944年の104人、　　に大量の退役軍人、とくに若い白人男性を雇い入

ユ3．3％へ増大し、1944年にはルース・ヤングが全　　れ、同時に黒人男性の雇用も増やした。

国本部の初めての女性幹部に選出された。またこ　　　電機産業においてはやや事情が異なる。ここで

れよりは控えめではあったがUAWにおいても執　　も女子労働者が男子より頻繁にレイオフされたと

行部への女子の進出は進んだ。しかしこのような　　はいえ、戦後の消費財生産の再開にともない多数

変化にもかかわらず、一般的には女子の指導は下　　の女子が再雇用された。すなわち1945年4月に

部組織に押し込められていた。「工場自体より　　347，200人、全体の47．5％を占めた女子労働者は

ずっと、労働組合は伝統的に男の世界であっ　　1946年4月には181，600人、39．4％に一旦減少し

た。」そしてこれがまた女子にとっての組合活動　　たが、1947年4月には216，600人、38．2％へ絶対

の限界ともなった。女性の活動家たちは女性のみ　　数を増大させている（同上）。しかし再雇用され
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たとはいえ、彼女たちは戦中に従事した「男性の　　業における性別分業の全体を表現するイディオム

仕事」にではなく「女性の仕事」に雇用された。　　を正当化することに手を貸すことになった。」（同

「女性が戦中に占拠した仕事にずっと男性に代　　上：141－3）このような経営とUAWの政治的状

わって従事することがたまたまあったが、しかし　　況のなかで、女子の先任権を守る運動は挫折し、

より頻繁に、彼女たちは「男の仕事』から排除さ　　戦前の性別分業が再構築されていったのである。

れ、そして以前に女性が従事していた低賃金の職　　　戦後の電機産業における雇用をめぐる労働者の

務に移された。」（同上：117）　　　　　　　　　　分断は、自動車産業と異なり、男女の間ではなく

かくして、「自動車産業においても電機産業に　　既婚の女子労働者と未婚の女子労働者の間に生じ

おいても経営は戦前の性別分業を再構築したので　　た。経営側ばかりでなくUEの地方支部において

ある。」（同上：118）　　　　　　　　　　　　　　も、一部で既婚女子労働者を排除する差別的な動

このような経営実践に労働組合がどのように関　　きが起こった。これに対して女性組合員は抗議活

与したのか検討しよう。　　　　　　　　　　　　動を展開し、先任権が男子も含めて労働者全体に

自動車産業においては、戦後再編期に起こるで　　もつ意味を強調した。性別分業をめぐる今ひとつ

あろう女子労働者のレイオフを予想して、UAW　　の重要な闘争課題、戦時中に登場した「コンパラ

の女性活動家たちはレイオフと再雇用の両面にお　　ブル・ワースによる平等な賃金」という画期的な

いて女子の先任権を強化する課題に運動の焦点を　　課題が、自動車産業と異なり電機産業においては

絞った（同上：130）。この時、彼女たちはジェン　　戦後に引き継がれた。例えばそれはユ946年のUE

ダー的利害でなく階級的利害を優先させ先任権を　　の大規模なストライキの主要な争点であった。女

守る戦略に訴えた。すなわち先任権の性別分離を　　子労働者による代替にたいする男子組合員の脅威

認めると、経営側が実現しようとする「異なる職　　がその運動が展開される動機の一つであったとは

務集団相互の間では先任権が通用しない制度」　　いえ、女子組合員は女子に差別的な「二重賃金構

（noninterchangeable　occupational　group　seniority）　　造」が男子労働者の雇用に及ぼす影響を訴えるこ

を事実上認めることにつながり、男子労働者の利　　とによって、平等な賃金に対する男子組合員の支

益も大きく損なわれることを訴えたのである（同　　持を得ることに成功した。UEの女性活動家は当

上：133）。しかしこのような彼女たちの戦略は多　　時の運動を回顧してこう述べる。「これは女性の

くの場合成功しなかった。「自動車では、失業の　　問題ではあるが、すべての雇用労働者に共通する

脅威のゆえに男子労働者が職務の大部分を独占す　　重要性をもつ問題である。これは『彼ら対われわ

るための手段として先任権における女性差別を利　　れ』の問題ではないのだ。」（同上：148）このよ

用した結果、男子労働者を女性の仕事の権利を守　　うな運動の結果、1940年代後半に電機産業におけ

る戦いに動員することはきわめて困難であっ　　る女子と男子の賃金格差は改善された。しかし性

た。」（同上：151）またこの困難には「性別区分　　別分業をめぐるUEの闘争は、1949年のUEと国

のイディオム」をめぐる、経営とUAWとの攻防　　際電機労組IUEの分裂によって打撃を受け、

戦が関係していた。戦後経営側は従来のイディオ　　1950年代以降は顕著な成果を上げることができな

ムを逆手にとって、女子を自発的に退職においや　　かった（同上：149－151）。

るためわざと重い困難な仕事に従事させた。この　　　以上いずれの産業においても、女性たちは男子

経営の策動に反対してUAWは、女子を「女子に　　労働者と共通する階級的利害を前面に出して運動

適した仕事」、「女子が行うことのできる十分に　　を展開した。しかし性別分業の伝統が根強く存在

『軽い』仕事」に従事させるように要求した。　　した自動車産業ばかりでなく電機産業において

「かくして争点は、性別分離の仕組みの正当性を　　も、労働組合内部の弱さのゆえに顕著な効果を上

問うのではなく、女の仕事と男の仕事の問の境界　　げることはできなかった。「かくして戦時の変化

線をどこに引くかという問題になってしまった。　　が与えた女性の経済的位置を永久に変えるための

丁度戦時動員の時と同じように、『女の仕事』の　　格好の機会は失われた。それに代わって、経営が

境界をめぐる闘争は、意図せざる結果として、産　　戦前の線に沿って戦後の世界を再構築することに
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成功し、そして戦後の時期に展開された抗議運動　　の研究は、前章の「リベットエのロージー」で描

は人々の記憶からすぐに消え去ることとなっ　　かれた世界をより詳細に社会科学の手法をもちい

た。」（同上：152）　　　　　　　　　　　　　　　て解明したものといえる。

それでは、これまで叙述してきた太平洋戦争期

第5節　ミルクマンのジェンダー研究の意味　　　　の女子労働力動員と戦後における再編は、日本に

今日、女性の職場進出やフェミニズムの興隆が　　おいてはどのように進んだのであろうか。章をか

喧伝されているとはいえ、実際問題として、「性　　えてこの過程を分析するとともに、女子労働力戦

による職務分離と賃金の不平等」、そしてそれと　　時動員体制の日米比較を試みる。
結びついた「仕事の性区分（sex－typing）」は驚く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3章　女子労働力戦時動員体制の日米比較ほど根強く残存している。このような労働過程の

ジェンダー的構成を理解しその問題点を考える上　　　最初に、日本における女子労働力戦時動員過程

で、特定の産業に焦点を当てて歴史的に分析した　　を概括する。

ミルクマンの実証研究がもつ意味は大きい。彼女　　　1938年4月1日に制定された国家総動員法は、

は既存の歴史研究、政府関係資料はもとより労働　　その第4条において、「政府ハ戦時二際シ国家総

組合の議事録からパンフレットに至るまでありと　　動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所二依リ帝国

あらゆる資料を駆使し、また当時の労働組合運動　　臣民ヲ徴用シテ総動員業務二従事セシムル事ヲ

で主要な役割を果たした女性活動家に対するイン　　得」と規定した。これによって政府が戦時生産体

タビューも織り込みながら、それぞれの時代に労　　制へ国民を勤労動員する法的根拠が与えられた

働過程におけるジェンダー的構成が形成された、　　が、しかし当初動員の主要な対象とされたのは男

その「歴史的瞬間に動いていた経済的、政治的、　　子であった9｝。日本の軍事行動が東アジア全域へ

社会的諸力」（同上：157）を生き生きと描いてみ　　と広がり、日米開戦が迫るなか、1941年に政府は

せる。さらにその筆致は、女の仕事と男の仕事を　　戦時生産への勤労動員体制を強化するために女子

区分するイディオムの分析をとおして労働過程の　　を積極的に動員する対策に着手する。すなわち、

ジェンダー構戒のイデオロギー的次元を鮮明に映　　勤労報国精神の確立高揚を目的とした「労務緊急

し出す。このような方法により、ジェンダーをめ　　対策要綱」（1941年8月29日閣議決定）におい

ぐる経営と労働組合の関係、そして労働者の意識　　て、勤労動員する女子労働者を拡大する方向が明

の変化を分析し、アメリカの労働過程におけるジ　　示され、勤労報国隊として男子と並んで女子を動

エンダー構成の歴史的変遷を解明したミルクマン　　員する対策が進められた。その後太平洋戦争が拡

の研究は、ブレイヴァマンとブラウォイ以降の労　　大の一途をたどるなか、徴兵で減少する男子労働

働過程論争において独自な位置を占めている7）81。　　者を代替する女子労働者の必要はますます拡大

し、1943年に政府は女子労働者の大量動員を開始

この章では自動車産業と電機産業を対象とした　　する。その実施策として、9月13日の政府の次官

ミルクマンの研究をとおして、戦時における女子　　会議で「女子勤労動員の促進に関する件」が決定

労働者による男子労働者の代替の進行とそれに伴　　され、「ここに女子挺身隊が実現することとなっ

う労働過程の変化を、性別職務分離にかかわるイ　　た。」（塩田1984：121）これら一連の政策によっ

デオロギーの次元や労働組合における女子組合員　　て若年の未婚女子が戦時生産体制に大量動員され

の発言権の領域まで掘り下げて分析した。そして　　る1°）。

戦後の時代に戦前の体制を再構築しようとする経　　　他方では、1943年6月の「学徒戦時動員体制確

営側の攻勢にたいして、男性優位の考え方を保持　　立要綱」および10月の「教育二関スル戦時非常措

する労働組合が有効な活動を展開できず、かえっ　　置方策」により学徒を戦時生産に勤労動員する体

て経営側の政策を補強する役割を果たし、戦前の　　制が整えられた。1944年に入るとすぐに「緊急学

性別職務分離体制がアメリカ合衆国の産業におい　　徒勤労動員方策要綱」が閣議決定され（1月18

て再構築される過程を分析した。このミルクマン　　日）、中等学校以上の生徒たちの、軍需生産、輸
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送、衛生、食糧増産などへの勤労動員が開始され　　められた。」これにもとづき翌春には既に、「各都

た。かくして女子挺身隊と並んで女子生徒たちも　　道府県単位で女子勤労動員協議会が結成され、…

また戦時労働力として動員される。　　　　　　　　（中略）…それぞれの協議会は中央から割り当て

このような日本における戦時女子労働力の動員　　られた動員数を確保するために懸命に活動し、学

過程と合衆国の動員過程とを包括的に比較検討し　　校や隣i組などあらゆるルートを通じて対象者の絞

た優iれた研究として佐藤2003がある。また戦時下　　り込みと説得にあたった。」このように進められ

の女子労働にかんする先駆的研究として塩田1984　　た動員過程のなかで、「最も多くの未婚女子を動

および2000がある。以下これらの研究に学びつ　　員したのは、女学校単位で結成された卒業生の挺

つ、アメリカ合衆国と日本における動員過程の比　　身隊」であり、次いで地域単位の女子挺身隊、そ

較を試みる。　　　　　　　　　　　　　　　　　して一部のものが職域別挺身隊として組織され

（1）自発と統制　　　　　　　　　　　　　　　た。これら三種類の女子挺身隊が「全国各地で

合衆国では、労働力不足が深刻化している地域　　次々と結成され、終戦までに47万2573人もの女性

に限定して、あくまでも本人の自発的な意思にも　　が組織的に軍需産業へ動員されるに至った。」（同

とついて女子労働者は戦時生産体制へ動員され　　上：73－6）

た。佐藤は次のように述べる。「これらの地域を　　　合衆国との比較をとおして、佐藤は日本の動員

限定して行われた女性の登録は、あくまでも女性　　政策の特徴を次のように結論する。「このような

の自発的な協力を前提としており、法的な拘束力　　国家的な統制による包括的な労務動員政策が『日

を伴うものではなかった。」（佐藤2003：40）そし　　本型』の総動員体制の柱であった。」（同上：80）

て「最後まで、男性も女性も自発的に軍需産業へ　　　（2）母性主義イデオロギーの違い

就業するよう行政が誘導していくことが労務動員　　　太平洋戦争下において、以上の相違はもちつつ

の基本となった。」（同上：70）　　　　　　　　　も日米両国において女子労働力の戦時生産体制へ

これに対して日本では、強力な国家統制による　　の動員が進んだ。他方この進展が、家庭において

女子労働力の動員が実施された。　　　　　　　　　子供を育てる女性役割を強調する母性主義イデオ

まず、労働力の全国的な登録が最後まで行なわ　　ロギーとのディレンマを絶えず孕んでいたのは、

れなかった合衆国と異なり、日本では太平洋戦争　　日米両国に共通する事情であった。

開始前に既に国民登録が実施され、以後登録対象　　　合衆国では、アメリカ民主主義を支える基盤と

が拡大されていった。すなわち、194ユ年8月に閣　　しての家庭における女性の役割が強調された結

議決定された「労務緊急対策要綱」にもとづき、　　果、小さな子をもつ母親は動員の対象外とされ、

「16歳から40歳の男性と16歳から25歳未満の未婚　　未婚女性と戦争未亡人が対象とされた。戦線が拡

女性を対象にした青壮年国民登録が全国的に実施　　大し、徴兵が急増するにつれて労働徴用の法制化

された。」ここから、1944年2月の「国民職業能　　が日程にのぼり、オースティン＝ワズワース法案

力申告令改正」まで、登録対象が漸次拡大され、　　が、1943年2月言義会に提出された時も、この法案

「『一元的普遍的な』国民登録制度が確立され　　にたいする賛成論、反対論ともに、女性の家庭役

た。」（同上：40－41）　　　　　　　　　　　　　　割と母性を強調し、賛成派にあっても、子育て中

第二に、女子労働力を戦時動員する国家統制　　の女性が対象から除外されることは「暗黙の了

は、主に地域組織と学校組織をとおして貫徹され　　解」であった（佐藤2003：48－54）。

た。政府は1943年9月に決定した「女子勤労動員　　　他方日本においては、この母性主義イデオロ

の促進に関する件」において、市町村長、町内　　ギーが、天皇制国家主義に裏打ちされてより強力

会、部落会、婦人団体、学校長などとの協力の下　　な形で表れる。皇国民、とくに兵士を生み育てる

で、女子勤労挺身隊を自主的に結成させ、団体的　　「母性の国家的使命」が強調され、この母性こそ

に出動させる制度を採用し、「この決定は翌月、　　が、「東亜共栄圏ヲ建設シテ其ノ悠久ニシテ健全

通牒として厚生省の労働局長から各都道府県知事　　ナル発展ヲ図ルハ皇国ノ使命ナリ」を謳う戦時の

へ送られ、地域レベルでの女子挺身隊の結成が進　　人口政策を実現する核であった（「人口政策確立
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要綱」1941年1月22日閣議決定）。女子労働力戦　　ける生産過程を比較する。合衆国の航空機産業で

時動員体制は母性を核とする人口政策と両立する　　は、1910年代以降自動車産業において発展した

ものであらねばならず、したがって政府は最後ま　　一一自動車王ヘンリー・フォードに象徴される

で女子徴用に消極的であった。厚生大臣小泉親彦　　　　　「ライン生産方式を、航空機生産に応用し、

は「家族制度の維持という理由から女性の労働徴　　女性を中心とした非熟練労働者の数を増やしなが

用に対し消極的な姿勢を表明」していたし、東条　　ら、軍用機の増産に成功した。」（佐藤2003：

英機首相自身が帝国議会において「国家統制力を　　149）技術革新を進め、生産過程の基盤を変化さ

以って［女性を］勤労部面に駆り立てる事は家族　　せることにより、女子労働者を単純労働力として

制度の破壊であり日本には許すべからざる」こと　　全面的かつ体系的に利用することを可能にした合

であると述べている（同上：63－4）”）　現実に　　衆国とは対照的に、「戦時期の日本では、主要航

はこの発言とは裏腹に、既述のように日本におけ　　空機メーカーのいくつかの工場において、『擬似

る女子労働力動員はきわめて国家統制の性格の強　　的な』流れ作業方式が導入されたにすぎず、生産

いものであった。　　　　　　　　　　　　　　　方式の転換による軍用機の増産は十分に進まな

日本ではこのような強固な母性主義イデオロ　　かった。」（同上：155）

ギーにより動員の対象は専ら、家庭における主婦　　　佐藤が日本の例を「擬似的」と規定するのは、

役割をもつ既婚女性以外の若年の未婚女性に限定　　「機械化を伴った近代的なライン生産というより

された。他方合衆国では、未婚の若い女性のみな　　も、むしろ労働集約的な作業を細分化し、それを

らず子育てが終わった既婚女性も大量に動員され　　順に配列しただけの非常に単純な流れ作業」で

た結果、戦争中の女子労働力の年齢構成は日本と　　あったためである。それではなぜ日本では生産過

は大きく異なり、いわゆる「M字型」になった　　程の更新が擬似的なものにとどまったのか。佐藤

（同上：72、309）よ2｝。　　　　　　　　　　　　は以下の理由を上げる。①ライン生産方式を採用

さらに労務管理の面をみると、日本では勤労動　　するために必要な、「綿密な作業分析に基づいた

員された女性（学徒も含む）にたいする「良妻賢　　工程管理」を行なうノウハウが蓄積されていな

母」教育が重視され、工場は「女性が特性を磨き　　かった。②調達された資金が生産機数のノルマを

将来、良き妻・賢い母になるための準備をする　　達成するための工場の拡張に費やされ、技術革新

場」として期待された。佐藤が事例としてあげる　　のための資金が欠如していた。③「熟練工の多く

中島飛行機の女性労働者は、「一日の仕事の後、　　が、労働過程の細分化や分業による作業の単純化

料理、裁縫、読書、手紙の書き方、生け花、茶　　に抵抗した」。④大量生産方式の導入に必要な性

道、手芸、作法の練習など、実に多岐にわたる活　　能の良い単能工作機械が不足し、戦前の万能工作

動に参加した。」（同上：242－244）戦時動員され　　機械が依然として使用されていた。⑤生産する機

た女子労働者に対して、男子労働者とは異なり、　　種が多様で、部品の互換性も低く、大量生産に不

一時的な代替労働力との位置づけから単能工とし　　可欠な「設計の統一と部品の標準化」が志向され

て速成するための職業訓練しか行なわれなかった　　なかった。⑥最後に、下請工場の技術水準と生産

点は日米両国に共通するが、日本の戦時女子労働　　性が低く、「本社工場との間で有機的な分業を行

者教育では、教育訓練がその内容において貧弱で　　なうことができなかったため」である。（同上：

あったばかりでなく、合衆国の職場では行なわれ　　155－157、162）

なかった「良妻賢母」教育が重視されたユ3）。そし　　　かくして女性労働者を全面的・体系的に活用し

て十分な教育訓練も行なわれずに、若年女子が大　　えた合衆国と異なり、戦時日本の航空機産業は、

量に不慣れな軍需産業の現場労働に投入された結　　女性労働者を一部の作業に集中的に活用しただけ

果、女子挺身隊や女子生徒が働く職場では労働災　　であったユ5）。

害が頻発した14）。　　　　　　　　　　　　　　　　㈲　戦後の女性排除キャンペーン

（3）生産過程の変化　　　　　　　　　　　　　　　本稿の前半において、合衆国では戦争末期に至

佐藤の研究に依拠して、戦時の航空機産業にお　　ると、戦線から復員する男性労働者の雇用を確保
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するために、手の平を返したように、生産過程か　　かった。かくして現実には戦前来の賃金の男女間

ら女子労働者を排除し、家庭へ復帰させるキャン　　格差が温存されたのだが、しかし、同一労働同一

ペーンが展開されたことを分析したが、戦後の日　　賃金を求めるこれらの一連の動向が、この問題に

本においても同様の状況が生じた。「厚生大臣の　　たいする社会の関心を高めたことは重要な事実で

芦田均は同年末［1945年］の閣議で今後さらに　　あり、その遺産が、1963年の同一賃金に関する連

1320万人の復員兵の帰還が予想されると述べ、女　　邦法の制定、そして人種、宗教、性別などによる

性、高齢者、若年者はできるだけ速やかに成人男　　差別的な扱いを禁止した1964年の公民権法の制定

性に職を譲り、職場での混乱を避けるように呼び　　へと受け継がれた（佐藤2003：186－191）。

かけた。…（中略）…その後、厚生省は女性に対　　　他方日本でも、同一労働同一賃金という用語こ

し、メディアを通じて繰り返し極力『家庭へ復　　そ使われなかったが、男女の賃金格差を解消すべ

帰』するよう訴えた。このように女性は、戦地か　　きという議論が生まれた。徴兵が進むにつれて、

ら帰還する兵士に職を譲り、速やかに家庭へ帰る　　女性の重化学工業分野への進出が進み、男性と同

よう呼びかけるキャンペーンは、合衆国でも日本　　じ、もしくは類似した職種に従事する傾向が広が

でも、基本的に内容に変わりはなかった。」（佐藤　　る中で、女子労働者の勤労意欲を高め戦時生産体

2003：271　［］内京谷）’6）　　　　　　　　　　制を増強する必要から、厚生省、経営者、労働科

（5）男女同一労働同一賃金をめぐって　　　　　　学者などの間では女子の賃金を男子と平等化する

女子労働者が生産過程に次々と動員されたこと　　必要が主張された（同上：195－6、塩田2000：

は、男女の賃金格差の問題を浮き彫りにし、女子　　18）。しかしこれらの議論が現実の格差是正を進

労働者の意欲を高め生産性を向上させるために、　　めることはほとんどなかった。実際には、年功制

この格差を解消する「男女同一労働同一賃金」実　　による固定給制と扶養家族数に基づく生活給制が

現の課題が浮上した。まず合衆国におけるこの動　　実施された結果、勤続年数が短く扶養家族をもつ

向を分析する。　　　　　　　　　　　　　　　ものも少ない女性は不利を蒙り、女性が新たに進

大量の女子労働者の戦時動員は「同一労働同一　　出した重化学工業の部門においても明確な格差が

賃金」実現の必要を高めたが、しかし実際にはそ　　形成された（佐藤2003：196－8）。

の原則の影響は限られたものであった。全国戦時　　　日本においてはこの女性賃金をめぐる戦中の動

労働委員会NWLBは1942年に、「『質と量が同等　　向は戦後にどのようにつながったのであろうか。

である同一ないしは類似した作業』に従事してい　　敗戦直後のアメリカ合衆国による占領政策の下

る労働者の間で性別による賃金格差がある場合、　　で、1947年に労働基準法が制定され、その第4条

企業はこの格差をNWLBの命令を待たずに自主　　　「男女同一賃金の原則」において「世界で最も早

的に是正するよう勧告する」命令を出したが、企　　い男女同一賃金法」（同上：290）が誕生した。し

業の側にはこの勧告の実施を怠るさまざまな抜け　　かしこの法制度上の理念とは裏腹に、現実におい

道があった。また労働組合の同一賃金原則の要求　　ては明瞭な男女格差をもつ賃金制度が戦後の時代

も、前章において分析したように、女性の立場か　　に広がった。敗戦直後の労働運動を指導した日本

らではなく、戦時期の女性による代替が、戦後帰　　産業別労働組合会議の主力部隊であった日本電気

還する男性労働者の賃金低下をもたらすことを懸　　産業労働組合協議会は、年齢と家族数を主要な決

念して行なわれた。そもそも経営者は女性の仕事　　定要素とする賃金方式を経営側に要求して実現

を恣意的に低く評価する傾向があったし、職長の　　し、同様の賃金体系が他産業へも普及した。いわ

昇給評価においても女性は低く評価されがちで　　ゆる「電産型賃金」であるが、年齢別最低生活保

あった。また法制度の次元でも同一賃金原則樹立　　証給を特徴とするこの賃金制度は、実際には男女

の試みは限られたものであり、いくつかの州で同　　問の格差を帰結した。佐藤は同一・労働同一賃金を

一労働同一賃金法が制定されたにすぎず　　しか　　めぐる戦後日本の動向を次のように評価する。

も法的拘束力の弱い　　、連邦レベルでは1944年　　　「このように戦後の日本では男女同一賃金の原則

に下院に法案が提出されたが、結局成立に至らな　　が法制化により理念化されてしまい、現実的な賃

一39一



142　　　　　　　　　　　　　　　　長野大学紀要　第29巻第2号　2007

金格差是正の取り組みは遅々として進まなかっ　　動員体制を比較検討した。両国の間で共通点と相

た。」（同上：292）　　　　　　　　　　　　　　　違を伴いながら進んだ女子労働力戦時動員は、戦

以上の同一労働同一賃金をめぐる日本とアメリ　　後の時代にそれぞれの国の女子労働のあり方に影

力合衆国の動向を比較して、限界があったとはい　　響を及ぼした。アメリカ合衆国においては、経

え、労働組合運動や法制度に影響を与えたアメリ　　営、労働組合、法制度の面で限界があったとはい

力合衆国の動向とは異なり、その胎動はみられた　　え、戦時の体験は、女性の権利意識の高揚、ペイ

ものの、ほとんど現実的な成果をもたらすことな　　・エクイティの運動、さらに性のみならず人種、

く終わった戦時日本の動向は、この点においては　　民族、宗教などアメリカ社会の差別的構造の是正

戦後へ影響を与えるほどのものではなかったと筆　　へ向かう動きへつながった。日本における動向は

者は考える17）。　　　　　　　　　　　　　　　　これより制限されたものであったが、戦時の体験

ただし以下の二点は、戦時日本の女子労働力動　　は労働基準法における女子労働者保護i条項の作成

員が戦後の女子労働のあり方に与えた影響として　　に、また社会的には女子労働に対するイデオロ

特筆すべきである。　　　　　　　　　　　　　　ギーに影響を与えた。

第一に、戦後の労働基準法における女子労働者　　　本稿で分析した戦前から戦時への変化、さらに

保護に与えた影響である。塩田は、戦中に内務省　　その戦後への影響を考えると、女子労働力戦時動

社会局労務官として工場監督に従事した谷野せつ　　員にかんする研究はより活発に展開されて然るべ

の回想を取り上げ、戦中の動向が労働基準法の女　　きである。日本では塩田咲子や佐藤千登勢らの先

子保護条項作成へつながったことを指摘している　　駆的研究があるものの、その数と内容においてま

（塩田2000：24）。谷野の証言によれば、彼女は　　だ不足している。アメリカ合衆国の研究において

戦中の体験にもとついて、戦後厚生省労働基準課　　みられるような包括的な手法、すなわち政府・企

長として労働基準法の制定作業を主管した寺本廣　　業・労働組合などの資料はもとより、当事者の手

作に、生理休暇の必要性を主張した（西ユ985：　　記、ヒアリング、あるいは当時の記録映画など多

141－2）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　様な資料を駆使した方法をとおして、日本の戦時

第二に、女性が働くことに対するイデオロギー　　動員体制を、それを支えた女子労働者の意識と論

に与えた影響である。戦時において大量の女子労　　理の次元にまで深めて、生き生きと描写する研究

働者が、男子が主要な労働力であった重化学工業　　の展開が求められているユ8＞。

や交通などの産業分野に進出し、男子に劣ること

なく職業労働を担ったことは、それまでの女子労　　註

働を蔑視する風潮を突破する効果を上げた。塩田　　1）The　Life　and　Times　of　R。sie　the　Riveter，　pr。duced　and

はこの重要1生を次のように指摘している。「いず　　　directed　by　Connie　Field，　Clarity　Films，　Berkeley，　Calif・r一

れにせよ、女子の天職が出産と家庭にあることを　　nia，1980・

もって、紡績女工に代表される女子労働者を蔑視　　2）Midam　Frank　Marilyn　Ziebarth，　and　C・nnie　Field・The

し、大正期に登場してきたホワイトカラー職種の　　　Life　and　Times　of　R°sie　the　Rivete「：The　St°「of　Th「ee

女性たちをも貧困ゆえに働かざるをえない女性た　　Million　Wo「kin　W°men　Du「in　W°「ld　Wa「H’Cla「ity

ちとみなしてきた『女子労働蔑視の社会通念』が　　　Educati°副P「°ducti°ns’Eme「yvill刷Calib「nia’1982’こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のテキストより写真を転載することを許可してくれ否定されたことの意義はきわめて大きい。」（塩田

Q・6・：14）　　　　　　　∴獺隔？轟讐；蠣蕪勧た以下

ノ」、　括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の5人の女性が当時の状況を回想しながら進行す

る。ニューヨークのブルックリンで溶接工として働
本稿の第1章と第2章において、アメリカ合衆　　　いていたL。r、　Weixel、ヵリフォルニァ州ロスァンジ

国における太平洋戦争下の女子労働力動員体制を　　　エルスの兵器工場で働いていたMargaret　Wright、サ

分析し、第3章においては、同時代の日本におけ　　　ンフランシスコの造船所で働いていたLyn　Childs、リ

る女子労働力動員体制を振り返るとともに両国の　　　ツチモンドの造船所で働いていたGladys　Belcher、そ
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してミシガン州デトロイトの鋳物工場で働いていた　　　手段」であったのに対して、大量の女子労働力が伝

Wanita　Allenである。教師用テキストでは、これ以外　　　統的に雇用されてきた電機産業においては、「主要な

にも多数の女性労働者の証言が載せられている。　　　　　問題は賃金差別であり、そしてペイ・エクイティも

4）1970年代後半から90年代の英語圏の社会科学にお　　　しくはコンパラブル・ワースの運動が最も有効な戦

いて、ハリー・ブレイヴァマンの『労働と独占資　　　略であった。」（同上：158）しかしながら、製造業全

本』（H．Brave㎜an　1974）を契機に「労働過程論争」　　体で雇用が削減されつづけている現状では、しばし

が起こった。ルース・ミルクマンは、労働過程論争　　　ば女子にたいする雇用の割り当て制であると理解さ

で活躍したマイケル・ブラウォイの指導の下にカリ　　　れがちなアファーマティヴ・アクションは男子労働

フォルニア大学バークレー校でPh．Dを取得した後、　　　者の支持を得るのが困難な戦略であり、ペイ・エク

ニューヨークのクィーンズ・カレッジを経て、現在　　　イティの方が全体の合意を得やすいより適切な選択

はカリフォルニア大学ロサンゼルス校の社会学教授　　　肢である。ペイ・エクイティの運動は「性別職務分

と労使関係研究所所長の職にある。本稿で取り上げ　　　離の正当性を突き崩すのに大きな働きをしたし、

るミルクマンの研究は、労働過程論争にジェンダー　　　人々の意識を女性の低賃金の根本的な原因である性

研究の視角から大きな影響を与えた。なお労働過程　　　差別にも向けさせた。」（同上：159）なお本稿では次

論争については、京谷1993、1995を参照されたい。　　　　章の末尾において、日米両国で女子労働力戦時動員

5）このようにミルクマンは明らかに、労働過程にか　　　体制が「男女同一労働同一賃金」という政策課題に

かわる要因をとおして性別職務分離を分析する視座　　　与えた影響を分析する。

を基本に据える。木本喜美子によれば、イギリスの　　8）今日のわが国の企業における性別職務分離の実態

フェミニズム研究者は1970年代後半に既に家庭内性　　　については木本喜美子2003が参考になる。ケースス

別分業を基礎におく視座を克服して、労働過程に視　　　タディにもとついてその実態を解明した木本の研究

座を据えた研究を開始している。ミルクマンもこの　　　はわが国のジェンダー研究に画期をなすものであ

視座を共有している。しかし英語圏のジェンダー研　　　る。しかし労働過程のジェンダー構成に労働組合が

究のこのような視座の転換にも関わらず、日本にお　　　どのように関与したのかを追究する視角が木本にお

いては1990年代に入ってなお家庭内の性別分業が議　　　いては希薄である。筆者が知る限り、木本のみなら

論の中心に据えられていた。木本は日本のジェン　　　ず従来の日本のジェンダー研究には、労働過程のジ

ダー研究におけるこの理論的欠陥を批判している　　　エンダー構成に労働組合がどのように関与したのか

（木本2003：14－30）。　　　　　　　　　　　　　　　を体系的に分析した研究がみられない。この点にお

6）コンパラブル・ワースについて今日の日本の研究　　　いてもミルクマンの研究は、われわれにとってよき

に目を転ずると、ペイ・エクイティ研究会1997は、　　　手本を示している。

その視点からわが国ではじめて行われた示唆に富む　　9）国家総動員法にもとづき1939年1月7日に交付さ

実証研究である。またこの調査研究で主要な役割を　　　れた国民職業能力申告令において申告の対象とされ

果たした森ます美は、商社における性別職務分離と　　　たのは、「年齢満十六年以上五十年未満ノ帝国臣民タ

賃金格差の是正、賃金差別の京ガス訴訟における意　　　ル男子」であった。

見書作成など、社会的実践との結びつきのなかで　　10）動員対象となる女子の年齢は、戦局に応じて拡大

「同一価値労働同一賃金原則の日本への適用可能性　　　された。1941年8月の「労務緊急対策要綱」におい

を追究」した意欲的な著書を発表している（森　　　ては、「満十六年以上二十五年未満」、同年11月の

2005）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「国民勤労報国協力令」においては、「年齢十四年以

7）Gθη48r砒Wo承の最後に、ミルクマンは性別分業　　　上二十五年未満ノ女子（妻及届出ヲ為サザルモ事実

の克服をめざす「アファーマティヴ・アクションと　　　上婚姻関係ト同様ノ事情二在ル女子ヲ除ク）」、さら

ペイ・エクイティ」という二つの主要な政策的課題　　　に1944年3月の「女子挺身隊制度強化対策要綱」以

を検討し、今日の状況には「ペイ・エクイティ」の　　　降は、「隊員の対象を25歳未満から12～40歳未満の無

戦略がより適切であると結論する。両者は、仕事の　　　配偶者に範囲を拡張した。」（塩田2000：19）動員対

性別分離を排除するために1970年代と80年代に取り　　　象が最後まで、未婚および無配偶者の女子に限定さ

組まれた重要な運動であった。明確な性別分離が支　　　れている点については、皇国史観と結びついた家族

配してきた自動車産業では「昇進と雇用におけるア　　　主義イデオロギーとの関連において後述する。

ファーマティヴ・アクションが変革のための主要な　　11）この点については塩田2000：20－21も参照された
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
｢。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン生産方式の中で作業を細分化・単純化すること

12）日本において既述の人口政策と女子労働力動員と　　　によって『女性の仕事』が創出されたのに対し、日

のディレンマを解消するためには、家庭役割と職業　　　本ではいくつかの主要メーカーの工場で、分断され

労働の両立に必要な「職場の労働条件、家庭や社会　　　た工程の中で『女性に適する』と見なされた作業に

の生活条件の改善」が行なわれねばならなかった。　　　女性が集中的に配置されていた。」（佐藤2003：172）

しかし政府はこの課題を達成するための明確な対策　　16）日米両国で同様の女性排除キャンペーンが展開さ

を立てようとはせずに、「とりあえずは結婚・出産・　　　れた他方では、女性が就業しなければならない経済

家事役割を免かれている未婚女子の就労を奨励」し　　　的理由は戦後の日本の方が強かったと、佐藤は指摘

た（塩田2000：8－9）。母性主義イデオロギーの影響　　　している（同：271）。

のみならずこのことも、日本における女子労働力戦　　17）塩田は、戦時中に厚生省が女子の低賃金にたいす

時動員が若年の未婚女性に偏った要因である。　　　　　　る批判的見解をもっていたことを、厚生省勤労局

13）佐藤が調査を行なった航空機産業をみると、戦時　　　　「女子勤務管理講習会資料」と厚生省技師・金子美

の合衆国において女子労働者の養成に大きな役割を　　　雄の言説をとおして指摘し、次のように積極的に評

果たした民間の職業訓練校では、「まず一種類の職種　　　価する。「これは女子労働政策史上、男女同一労働同

だけを8週間から13週間かけて習得し、終了後直ち　　　一賃金につながる最初の明示で、戦後労働基準法の

に航空機工場へ就職することを目指すコース」が運　　　第4条につながったと思われる。」（塩田2000：18）

用されていたのに対して、日本の航空機工場では、　　　本文でみたように、戦時生産体制強化の観点から男

「基本訓練と技能訓練を合わせても10日から2週間　　　女の賃金格差解消の必要が論じられたのは事実であ

程度が一般的であった。」（佐藤：205－209）このよう　　　るが、しかしその議論が労働基準法第4条「男女同

に、実際に行なわれた職業訓練の内実において、両　　　一賃金の原則」の作成につながったと判断するには

国の間に明瞭な違いが存在していた。　　　　　　　　　　より慎重な検討が必要である。敗戦直後に厚生省労

14）航空機の工場で旋盤作業に従事した女子高生は当　　　政局理事官として労働基準法の制定に従事した松本

時の作業を次のように振り返る。「これらの作業では　　　岩吉の記録（松本1981）を読む限り、労働基準法に

いつも切り子が出ます。それは木毛のような形状の　　　国際的にも先進的な内容が盛り込まれた直接の要因

ものですが、鉄の切れはしですからとても危険なの　　　は、国際水準に合致する労働保護法を作成しようと

です。うっかりしていると顔に当たったり、手が切　　　した当時の担当者たちの気概であった。労働基準課

れたりするのです。ただただ恐怖のみの毎日でし　　　課長としてこの制定作業を指導した寺本廣作はワイ

た。」（関・遠藤1994：63）今ひとつ、学校内に設置　　　マール憲法の精神を実現させるという熱意をもち、

された縫製工場で軍服を縫っていた女子高生の手　　　彼の熱意が労働基準法の「労働条件の原則」第1条

記。「ある日、私は電動ミシンを動かしていた。どう　　　の規定「人たるに値する生活」に結実した（同：

してこうなったか定かではないが、電動ミシンの針　　　127，315，334）。寺本のみならず担当者全員が、戦

が布を押さえていた左手の人差し指の爪を突き抜け　　　前の「その苦い経験から、…（中略）…、今後は困

てしまったのだ。針が折れる……血が流れる。だれ　　　難があっても国際的水準によることを決意」し

かに連れられて近くの医者へ行く。戦中の物資不足　　　　（同：12）、「国際水準の労働基準を取り入れること

のため麻酔薬がなくて、医者はペンチのようなもの　　　が、日本再生の早道であるとの確信のもとに」制定

で、いきなり針を抜き、爪もはいでしまった。私は　　　作業に励んだ（同：153）。また労働法制審議会小委

あまりのショックと痛さで、顔面蒼白となり倒れこ　　　員会の末弘巌太郎委員長も国際水準に合致する法案

んでしまった。」（同：98）　　　　　　　　　　　　　　　を作成する強い決意をもっていた（同：123－4）。他

15）この違いを佐藤は以下のように整理する。「合衆国　　　方では、戦後急成長し勢力を拡大する労働運動も先

の航空機メーカーは自動車産業のライン方式を応用　　　進的な労働保護法を生む要因であった。1946年の戦

することによって、女性の労働力を応用しながら軍　　　後第1回メーデーにおけるスローガンには「男女同

用機の量産を行なうことに成功したのに対し、日本　　　…労働同一賃金」の要求が盛り込まれていた。先の

の航空機メーカーは、軍用機の生産に部分的な流れ　　　寺本廣作は、当時の厚生大臣河合良成が、「そうした

作業方式を取り入れたにすぎず、非熟練な女性の労　　　ほうはいとして盛り上がっている労働保護法制定の

働力を全体的な生産システムの中に統合することは　　　要請を受け入れることによって、労働情勢を緩和し

できなかった。そして合衆国の航空機工場では、ラ　　　たいという政治的配慮を払っておられたことはまち
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がいない」、と述べている（同：323）。　　　　　　　　木本喜美子「女性労働とマネジメント』、勤草書房、

なお、戦時動員された女子労働者の賃金にかんす　　　2003．

る塩田の見解には、1984年と2000年の研究の問で視　　京谷栄二『フレキシビリティとはなにか』、窓社、

点の移動がみられる。後者においては、男女同一労　　　1993．

働同一賃金の嗜矢としての意義が主張されるのにた　　　　　　「ポスト・ブレイヴァマンのアメリカ労働社

いして、前者の研究では、女子挺身隊の労働にたい　　　会学　　M．ブラウォイとその批判者たち」、日本労

する報酬が賃金ではなく「謝礼金」として支払わ　　　働社会学会『日本労働社会学会会報』18号、1995．

れ、「賃労働ではなく奉仕労働として位置づけ」られ　　松本岩吉『労働基準法が世に出るまで』、労務行政研究

ていた点が強調される（塩田1984：124）。　　　　　　　所、1981．

18）本研究は「2005年度長野大学地域研究・一般研究　　Milkman，　Ruth．（ed．）Women，　Work　and　Protest：ACen一

助成金」を受けて行なわれたものであることを最後　　　tur　of　US．　Women’s　Labor　Histor，London　and　New

に記すとともに、本稿の修正のために貴重な助言を　　　York：Routledge，1985．

いただいた長野大学紀要編集委員会に謝意を表す　　　　　　．Gender　at　Work：The　D　namics　of　Job　Se　re　a一

る。なお、本稿第2章の執筆には、筆者が社会政策　　　tion　b　Sex　durin　World　War　II，　Urbana　and　Chicago：

学会第109回大会（大阪市立大学、2004年10月16日・　　　University　of　Illinois　Press，1987．

17日）に提出した論文「ルース・ミルクマン　『リ　　　　．‘rRosie　the　Riveter　Revisited：Management’s　Postwar

ベットエのロージー』から「工場への訣別』まで」　　　Purge　of　Women　Automobile　Workers，”in　Nelson

の一部を利用している。　　　　　　　　　　　　　　　　Lichtenstein　and　Stephen　Meyer　eds．　On　the　Line：Essa　s

in　the　Histor　of　Auto　Work，　Urbana　and　Chicago：Uni一
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